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５ 申告区分と提出書類

（※１）　大阪市から申告に関するはがきをお送りしている場合は、申告書に添付のうえ、ご提出ください。

（※２）　償却資産申告書、種類別明細書は大阪市ホームページからダウンロードできます。 

https://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000006293.html 

６ 注意事項等

（１） 大阪市では、地方税ポータルシステム（eLTAX：エルタックス）を利用して、インターネット

による申告を受け付けています。詳細は、表紙またはP９をご覧ください。 

（２） 所有する償却資産が僅少であっても、申告書は必ず提出してください。 

（３） 決算期日以降１月１日までに取得された資産について、申告漏れのないよう注意してください。 

もし申告漏れ資産が判明した場合は、当該資産を本来申告すべき年度に遡って課税されます。 

（４） 申告の義務がある方が申告をしなかったこと又は虚偽の申告をしたことにより不足税額が発生

した場合は、その不足税額に延滞金額を加算して徴収されることがあります。また、正当な

事由がなく申告されない場合は、過料を科せられることがあります。 

区分 申告していただく方 申告していただく資産 提 出 書 類（※１・２） 

・令和６年１月２日以降 

新たに事業を開始された方 

・全資産申告をお願いした方 

・電算申告をされる方（P８参照） 

・大阪市内で区を異動された方 

令和７年１月１日現在 

所有している全資産 

・令和７年度償却資産申告書 

・種類別明細書（増加資産・全資産用） 

令和６年１月２日以降 

資産の増加・減少のあった方

令和６年１月２日から 

令和７年１月１日までに 

増加および減少した資産 

・令和７年度償却資産申告書 

・種類別明細書（増加資産・全資産用） 

・種類別明細書（減少資産用） 

できるだけ片面印刷でお願いします。 

令和６年１月２日以降 

資産の増加・減少のなかった方

令和７年度償却資産申告書 

備考欄の「令和６年1 月2 日～ 

令和７年 1 月 1 日の固定資産税（償却資

産）に該当する資産の増減」の「無」を○

で囲んでください。 
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令和６年１月１日以前に取得した資

産で申告漏れ・申告誤り等がある方 
申告漏れ等があった資産 

上記の提出書類とは別に、 

・申告漏れ等に係る各年度の償却資産申告書 

・必要に応じて、種類別明細書（増加資産・

全資産用）（減少資産用） 

できるだけ片面印刷でお願いします。 
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